
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ゆめじゅく編集委員会        

４日 (月)  １３時３０分～ 

★消防訓練 

７日 (木)  １５時～１６時３０分 

★ゆめ喫茶（１００円モーニング） 

８日（金） １０時～１１時 

★人権のつどい日 

１１日（月） １９時３０分～２１時 

〒792-0821 新居浜市瀬戸町 7-30 

ＴＥＬ ：0897-41-5859（Fax兼用） 

E-mail ：seto@city.niihama.lg.jp 

 

★回転木馬（瀬戸児童館） 

１３日（水）１０時～ 

★移動図書館青い鳥号 

１３日（水）２７日（水）１４時～１４時４０分 

 

 

2023(令和５)年 

不登校の子どもとその保護者を支えようと愛媛県人権対策 

協議会新居浜支部では、「スクノマの会」を運営しています。 

その活動の様子が、愛媛新聞で大きく取り上げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県人権対策協議会新居浜支部は、新たにホームページを開設しました。 
右の QRコードからご覧いただけます。 

 
 

 

★人権･同和教育関係行事 

７日（木） 隣保館長等研修会（西予市） 

８日（金） 隣保館職員実務担当者研修会（西予市） 

２０日（水）隣保館職員研修会（テクノプラザ愛媛） 

  

 

 

 

 

 

 

落書きは、その施設を利用する方に不快感を与え、管理者にも大きな損害を与えます。ましてやそ

れが、差別を助長するような内容であれば、「人としての尊厳と心」を傷つける刃となることもあり

ます。そのような落書きを防ぐため、新居浜市は落書きを「しない させない 許さない」ための啓

発ポスターを作成しました。 

このポスターは、還暦を過ぎて鉛筆の持 

ち方から習い始めた吉田一子さんの日記を 

通して、字は人を傷つけたり、嘲笑したり 

するためにあるのではなく、「みんなを幸せ 

にする」ためにあるということを、一人ひ 

とりに考えていただきたいという願いを持 

って作成しました。掲示場所については、 

まずは都市公園のトイレ（瀬戸公園、寿公 

園など）から始め、その輪を少しずつ広げ 

ていければと考えています。 

このポスターをご覧になられた際には、 

少し立ち止まって見て頂き、吉田さんが言 

われる「だいじな かわいい じ」につい 

て思いを馳せていただければ、幸いです。 

９月は、ハロウィンにちなんだクッキーを作ります。大勢のご参加をお待ちしております。 

日時：令和５年９月１６日（土）１３時～１５時３０分 

場所：瀬戸会館Ｂ室  

定員：２０人程度  

参加費用：２，５００円 ※低学年のお子様は保護者様同伴  

申込期限：令和５年９月１４日（木） 瀬戸会館までお申し込みください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるテレビ番組は、「障がい」者を取り上げ、山に登ったり、長い距離の海を

泳いだりして、ゴールに辿り着いた人たちを感動の対象として取り上げています。努力を重ね、ゴールまで

辿り着いた本人や、支援者そのものを否定するつもりはありません。私の違和感は、そのような「感動」が、

「障がい」者が地域で「当たり前に」暮らせる状況等を阻害する差別や社会的障壁などを撤廃する具体的

な取組に何もつながっていないということにあります。「感動」したとして、その後に「健常」者には当然のよ

うに与えられている恩恵が、「障がい」があるだけで与えられていないという状態を変革し、障がいを撤廃

しなければならないのに、感動するだけで何もしない。「障がい」者差別解消運動に携わる関係者は、これ

を「感動ポルノ」と名付けています。 

 

 

結局、感動するだけで、差別に対して何もしないということは、差別に加担することでしかないのです。

「感動で心が動くこと」は私自身もあり、否定されることではありません。しかし、差別問題に関しては、その

心の揺れが、差別解消への具体的な行動へとつながらないといけないということです。 

マイノリティの体験や生き様を「感動ポルノ」で終わらせてはならず、マジョリティはマイノリティというだけ

で、差別や不利が日常的にふりかかる社会構造の変革に取り組まなければなりません。これが差別問題

解消の大原則だと思います。 

この発想で考えれば、今私たちが暮らしている社会が正常な状態ではないということになります。障がい

を含め、様々な差異を持つ人間が当たり前に暮らすことができていない現状があるとして、こうした社会の

現状を誰もが人間として当たり前に暮らせるように、自分自身が小さな事からでもできることを少しずつや

っていくことが、感動ポルノで終わらせない第一歩ではないでしょうか。 

 

※８月２１日現在の予定を記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月大盛況だったゆめ喫茶（100円モーニング）ですが、次回は９月８日（金）１０時から開催します。 

当日は限定３５食を準備して皆さまのお越しをお待ちしております。

皆さまをお待ちしております。 

を講師に招き、シロクマ風かき氷サンプルを作りました！！ 

『感動ポルノ』とは、身体障がい者が努力を重ねる姿を、そうした努力をしなくて良い健常者が、

優越性をもって涙や同情を引くための道具として眺めている状態に対する批判的言葉。 

性的少数者（LGBT）への理解を増進し、 

差別を解消することを目的とした「LGBT 

理解増進法案（LGBT法案）」が、2023年 6 

月 16日、ようやく国会で可決しました。 

【 

性の在り方は多様で、一人ひとりの人権に関 

わることであるため、性的少数者の存在や悩 

みに気づくことが大切です。性的少数者につ 

いて理解し、性の多様性を認めることは、 

互いの人権を尊重し、すべての人が自分らし 

く生きていける社会づくりにつながっていく 

ことになります。 

そこで、今年度の「語ろう人権」では、性的 

少数者（LGBT）への理解を一緒に深めてみよう 

と思っています。まだ、実施されていないサークルは、瀬戸会館までご連絡ください。 

瀬戸会館 HP 


